
小金井市行財政改革市民会議 

 財政健全化部会（第１回）次第 

 

（日 時）平成２８年１０月１８日（火）午後６：００～ 

（場 所）市役所本庁舎第一会議室 

（参加者）□落合部会長 □大塚委員（代行） □鴨下委員 □田川委員 □高野委員 

    （□藤田委員  □曽我部委員） 

 

 

１ 財政健全化の道筋について 

①歳入確保、②受益者負担、③業務の本質的な見直し、④公民連携アウトソーシング 

＋⑤人件費抑制（特に職員数の適正化→市役所改革部会） 

 

２ 財政健全化目標の検討について 

   

 

３ 歳入確保について 

    

 

４ 受益者負担の原則について 

   

 

５ 今後の進め方について 

 

 

６ その他 

 

 ※ 配付資料 

  資料１ 平成２７年度 小金井市の財政状況 

  資料２ 寄附状況調べ 

  資料３ 小金井市における受益者負担の適正化に関する基本的な考え方 

  資料４ 第７期行財政改革市民会議答申抜粋 

  資料５ 類似団体の財政健全化の目標 

















































































 

 

 

 

 

 

 

平成２８年第１回定例会             平 成 ２ ８ 年 ３ 月 １ 日 

中山議員一般質問資料             企画財政部企画政策課 

 

                         

 

 

寄附状況調べ 

 

 

年度 寄附件数及び寄附金額 寄附金のうち、がんばれ小金井寄附金 

平成２５年度 

 

（平成 25年 4月 1日～ 

平成 26年 3月 31日） 

件数 8件 件数 2件 

金額 318,474,121円 金額 130,000円 

平成２６年度 

 

（平成 26年 4月 1日～ 

平成 27年 3月 31日） 

件数 11件 件数 2件 

金額 67,767,647円 金額 200,000円 

平成２７年度 

 

（平成 27年 4月 1日～ 

平成 28年 2月 19日） 

件数 9件 件数 5件 

金額 5,457,302円 金額 5,370,000円 

※法人・団体からの寄附は含まない。 

※税額控除されていないものを含む場合がある。 

小金井市行財政改革市民会議             

第１回  財政健全化部会資料 

平成２８年１０月１８日 

資料２ 



 

     小金井市における受益者負担の適正化に関する基本的な考え方 

                             平成１４年６月４日 

          

１ 使用料等の概念 

  使用料等の概念は、おおむね次のとおりである。 

 ① 使用料について 

    市の使用料は、地方自治法第２２５条で「行政財産の使用又は公の施設の利 

   用につき使用料を徴収することができる」と規定されている。 

    使用料は、行政財産の目的外使用や公の施設の利用に対しての対価として、 

   その利益を受ける利用者等から徴収するものである。そのため、単なる役務の 

   提供に対する対価として徴収される手数料とは異なるものである。 

 ② 手数料について 

    市の手数料は、地方自治法第２２７条で「地方公共団体の事務で特定の者の 

   ためにするものにつき、手数料を徴収することができる」と規定されている。 

    手数料は、市の当該事務で、特定の者に提供する役務に対して必要な費用を 

   徴収するものである。 

             

２ 使用料等の徴収の目的 

  使用料等を徴収する目的として、「効率性の確保」､「公平性の確保」、「歳入 

 の確保」の三つを基本原則とする。 

 ① 効率性の確保 

    受益者に負担を求めることにより、キャンセルなどによる施設の利用効率の 

   悪化を防止し、市民の効率的な利用を図るとともに市民サ－ビスを充実する。 

 ② 公平性の確保 

    ある特定の市民を対象とするサ－ビスについて、利用者と非利用者との間に 

   不公平をもたらさせないよう、受益者に適正な負担を求めることにより、実質 

   的な公平性を確保する。 

 ③ 歳入の確保                                

    受益者に負担を求めることにより、歳入を確保し、財源配分の効率性を図る。 
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３ 使用料等の適正化の基準 

 ① 原価算定の基準 

    使用料等の創設又は見直しの基準は、正確なコストの把握である。そこで、 

   行政サ－ビスのコストを正確に算定するため、次の項目を基準とする。 

    原価計算の対象項目 

   ア 維持管理費 

     消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、保険料、建物等管理委託料、 

     土地・建物賃借料など 

   イ 人件費 

   ウ 減価償却費（建物・備品） 

     （取得価格－残存価格１０％）÷（その資産の耐用年数（減価償却資産の 

      耐用年数等に関する省令（大蔵省令第１５号）よる耐用年数））  

     ＊取得価格＝工事費等－補助金等 

     なお、資本的経費のうち、用地費についても賃貸借の算定方法で原価に入 

    れるべきとの考え方もあるが本市では含めないものとする。 

     また、法令等に限度額及び算定方法等が規定されている場合は、それによ 

    ること。 

     この原価計算の基準の様式は、別途定める。 

 ② 受益者負担率の基準 

    行政サ－ビスの内容が多様化しているため、性質別に分類し、受益者の負担 

   を原則にしつつ、原価に対する受益者の負担割合を定める。 

            使用料の受益者負担率の基準 
 

 

 区 分        

 

 

 内 容        

 

 

 具 体 的 事 例            

 

 

 受益者負担率 

 

 

 

 全面的に公費        

 負担するもの 

 

 

 必需的サ－ビス 

 公益的サ－ビス 

 

 

 義務教育施設、児童館、 

 児童遊園、公園など 

 

 

 ０～３０％ 

 

 

 大部分を公費        

 負担するもの 

 

 

 必需的サ－ビス 

 私益的サ－ビス 

 

 

 地域集会所、滄浪泉園、 

 公民館など 

 

 

 ３０～５０％ 

 

    

 



 
  公費と受益者        

 で負担するもの 

 

 選択的サ－ビス 

 公益的サ－ビス 

 

 総合体育館、栗山公園健 

 康運動センタ－、テニス 

 コ－ト、保育所など 

 

 ５０～７０％ 

 

 
 

 

 大部分を受益者 

 負担するもの 

 

 

 選択的サ－ビス 

 私益的サ－ビス 

 

 

 公会堂、清里少年自然の 

 家など 

 

 

 ７０～１００ 

 ％ 

 
 

 全面的に受益者 

 負担するもの 

 

  

 行政財産使用料、自転車 

 駐車場、駐車場、市民農 

 園、市営住宅、歯科予防 

 処置、道路占用料、下水 

 道使用料など 

 

 

 １００％ 

 

   
 

 

 

 ③ 利用者区分による基準 

    負担の公平性を確保するため、施設等の利用に係るサ－ビスを受ける者の区 

   分によって格差を設ける。 

  ア 子供（小学校卒業まで）、大人の区分を設定する場合 

     子供は、大人のおおむね二分の一とする。 

  イ 市民、市民以外の区分を設定する場合 

     市民以外は、市民のおおむね２倍とする。 

  ウ 事業を行う場合の入場料の無料、有料の区分を設定する場合 

     入場料が有料の場合は、無料より割り増しとし、その割増率は、当面従来 

    の割増率とする。 

 ④ 減額・免除の基準 

    使用料等は、負担の公平性の観点から、受益者より一定の料金を徴収してい 

   るが、社会政策的な配慮や特別な事情がある者については、その負担を軽減す 

   るため、基本的な考え方を統一する。 

    ア 次の場合、負担軽減の措置を講ずる。 

     (ア) 法律などで積極的な減免措置要請があるもの（障害者基本法など） 

     (イ) 社会福祉的な観点から社会参加の促進や経済的負担の軽減を図るも 

              の（高齢者については、自立した社会構成員であることから応分の負 



             担を求めていくことが、負担の公平、公正を図るものであることから、 

       高齢者ということのみで減免は行わない。） 

      (ウ) 公共的、公益的な利用であるもの 

     (エ) その他生活困窮者や災害などの特別な事情や理由があるもの 

    イ 減免基準は、条例、規則もしくは要綱等で定める。 

 ⑤ 適正な使用料等の算定基準 

    使用料等の創設及び見直しに当たっては、①から④までの基準を確認後、設 

   定するが原価計算の結果を画一的、機械的に適用するのではなく、施設の種類、 

   目的、利用の実態、公共性、施設間及び他市とのバランス、政策的判断等を考 

   慮しながら使用料等を設定する。 

    また、次の項目についても考慮する。 

   ア 行政サ－ビスのコストの削減を図る。 

   イ 市民間の公平性を確立するため、定期的（３～４年）な見直しを図る。 

      ただし、物価の変動等により使用料等と原価との乖離がでた場合、他市 

     との均衡や施設等に大規模な改修等を行った場合等は、改定時期を検討す 

     る。 

   ウ 使用料等の見直しに当たっては、上限の改定率を設ける。 

 

 

 

 

 

                                                                             



使用料原価計算書記載要領 

 年間開館日数   当該施設の貸し付けのために開館している年間日数を記載します。

 一日の開館時間 当該施設の貸し付けのために開館している時間を記載します。  

減価償却費   建物、設備及び備品の減価償却費を求めます。  

  建物                                   

   建築年度       建物の建築年度を記載します。  

   床面積        建物の全体面積を記載します。  

   建物の建築価格    建物の建築価格（国・都補助金等を除く）を記載しま  

             す。 

   耐用年数       減価償却資産の耐用年数等に関する省令（大蔵省令第  

             １５号）による耐用年数を記載します。  

   単位当たりの算出方法  減価償却費を施設の年間開館日数と一日の開館時間と

              床面積で除します。  

  設備 

   設備名        施設に設置されている設備の名称を記載します。  

   取得年度       設置された年度を記載します。  

   耐用年数       減価償却資産の耐用年数等に関する省令（大蔵省令第 

              １５号）による耐用年数を記載します。  

    設備の工事価格    設置する際に要した工事費等（国・都補助金等を除く）  

               を記載します。  

   単位当たりの算出方法  減価償却費を施設の年間開館日数と一日の開館時間と  

               床面積で除します。  

  備品   

   耐用年数       減価償却資産の耐用年数等に関する省令（大蔵省令第  

              １５号）による耐用年数を記載します。  

   取得価格       国・都補助金等を除いた取得価格を記載します。  

   単位当たりの算出方法 減価償却費を施設の年間開館日数と一日の開館時間と  

              床面積で除します。  

 維持管理費                                

  人件費         直接施設の管理に要する人件費（職員人件費のみ）を  

             記載します。 

   基準年収額      毎年度算定している正規職員一人当たり人件費とします。  



              （平成２５年度は８，０００千円）  

   従事職員数      直接施設の管理に要する職員の数を記載します。  

   従事割合       従事職員の従事割合を記載します。  

   単位当たりの算出方法  人件費を施設の年間開館日数と一日の開館時間と床面

              積で除します。  

  経常的経費       直接施設の管理に要する人件費（職員人件費のみ）以  

             外の経費（当該年度の特別な事情により支出する経費  

              を除く）を記載します。               

   単位当たりの算出方法 経常的経費合計を施設の年間開館日数と一日の開館時  

              間と床面積で除します。  

                 

 以上により、１㎡・１時間当たりの原価を算出します。                          



手数料原価計算書記載要領 

 事務事業名称      事務事業名を記載します。  

 事業概要        手数料徴収の対象となる事務事業の内容を記載します。 

積算内容 

  １人件費       当該事務に要する人件費（正規職員人件費のみ）を記載し

ます。 

   基準年収額      毎年度算定している正規職員一人当たり人件費とします。  

              （平成２５年度は８，０００千円） 

   年間勤務時間数    行政評価に準じて年間勤務日数を２３０日とします。 

              （総時間数） 

               ２３０日×７．７５時間＝１７８２．５時間  

   従事職員数      当該事務に要する職員の数を記載します。  

   従事割合       従事職員の従事割合を記載します。  

   １件当たり所要人件費 １時間当たりの人件費を求めて、これに当該事務の１  

             件当たりの所要時間を乗じて求めます。        

２減価償却費 

   耐用年数       減価償却資産の耐用年数等に関する省令（大蔵省令第  

             １５号）による耐用年数を記載します。  

   当該事務使用割合   当該備品の当該事務使用割合を記載します。   

   １件当たりの算出方法 下記の計算式で減価償却費を求めて、これに当該事務  

             使用割合を乗じて、年間処理件数で除します。     

            計算式    取得価格×（１－０．１）÷耐用年数  

  ３印刷製本費及び４その 当該事務に要する印刷製本費、消耗品費、賃金、修繕 

 他の経費        料、使用料及び賃借料、役務費等の経費を記載します。  

   １件当たりの算出方法 経費総額に当該事務使用割合を乗じて、年間処理件数  

             で除します。 

   ※当該事務使用割合  計上した経費の内、当該事務に要した部分の割合を   

             います。 

                   

  以上により、１件当たりの原価を算出します。  

                        

                                                                             



課名

日

時間

原　価（円）

１建　物 建 築 年 度 年度 床面積(ウ) ㎡

建物の建築価格 円 耐 用 年 数 年

円

２設　備 設 備 の 工 事 価 格 耐用年数

円

円

円

0 円

３備　品 備 品 の 取 得 価 格 耐用年数

円

円

円

0 円

４人件費 基準年収額 円

従事職員数 人 ％

0 円

５経常的 節 節

　経　費 報 酬 原 材 料 費

そ の 他

旅 費

需 用 費

役 務 費

合　　　　　計 　　　　　　円（ク）

使 用 料 原 価 計 算 書

基準年収額×従事職員数×従事割合＝（キ）　　　　　　　　　　　　　　　

年間開館日数  （ア）

一日の開館時間（イ）

金         額　　  （円）

賃 金

単位当たりの算出方法④　　　　　　(キ)÷(ア)÷(イ)÷(ウ)

備品償却額(備品の取得価格)×(1－0.1)÷耐用年数＝(カ) 　　　　　   　　

施 設 の 名 称

使用料の名称

区 分 積 算 内 訳

１ ㎡ ・ １ 時 間 当 た り の 原 価

建物償却額(建物の建築価格)×(1－0.1)÷耐用年数＝（エ）　　　　　　 　 

負担金補助及び
交付金

維

持

管

理

費

使用料及び賃
借料

備 品 の 種 類

減

価

償

却

費

取 得 年 度 減 価 償 却 費

従事割合　　　　　　　　　

設 備 名

設備償却額(設備の工事価格)×(1－0.1)÷耐用年数＝(オ)　　　　　　　　　　

単位当たりの算出方法②　　　　　　(オ)÷(ア)÷(イ)÷(ウ)

#DIV/0!

#DIV/0!

#VALUE!

#DIV/0!

#DIV/0!

単位当たりの算出方法⑤　　　　　　(ク)÷(ア)÷(イ)÷(ウ)　　　　　　　　

減 価 償 却 費

　  　  　①＋②＋③＋④＋⑤

金          額  （円）

単位当たりの算出方法③　　　　　(カ)÷(ア)÷(イ)÷(ウ)

単位当たりの算出方法①　　　　　　(エ)÷(ア)÷(イ)÷(ウ)

取 得 年 度

#VALUE!

＊耐用年数については、事業用備品は５年、事務用維持管理備品は７年とする.

報 償 費

0



課名

手数料の名称

手数料の内容 件

区 分

１　人件費 基準年収額(ア） 円 分

従事職員数(ウ) 人 ％

円

分

円

２　減価償却費 名 称

円

円

円

円

円

0 円

３　印刷製本費

円

円

円

円

円

円

円

0 円

４　その他の

　　経　　費 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

0 円

#VALUE! 円１ 件 当 た り の 原 価

１件当たりの算出方法　金額×当該事務使用割合÷年間処理件数 

１件当たりの算出方法　金額×当該事務使用割合÷年間処理件数　

取得価格×0.9÷耐用年数×当該事務使用割合÷年間処理件数　

当該事務使用割合(%)

手数料原価計算書

１件当たりの原価積 算 内 容

当該事務使用割合(%)取 得 価 格 （ 円 ） 耐 用 年 数

１件当たり所要時間数（Ｂ）　　　　　　　　　　　

１件当たり所要人件費　（Ａ）×（Ｂ）

年間勤務時間数(イ)

年間処理件数

従事割合　　(エ)

１分当たり人件費　　（Ａ）＝（ア）×（ウ）×（エ）÷（イ）　　　　　　　　　　

金 額 （ 円 ）名 称

１件当たりの算出方法

当該事務使用割合(%)

名 称 金 額 ( 円 ）
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類似団体の財政健全化に向けた目標設定事例 

 

 

 

自治体名 目標等 

国分寺市 ① 持続可能な財政基盤の確立 ～ スクラップ＆ビルドの徹底 ～ 

② 情報共有と参加・協働の徹底 ～ 自治基本条例の実質化 ～ 

③ 行政サービスの質の向上 ～「量」から「質」へ ～ 

昭島市 ① 各年度の実質公債費比率（３か年平均）を２％以下 

② 各年度の将来負担比率を多摩２６市平均 

③ 市税収納率を各年度とも９５％以上 

多摩市 ① 改革による効果額の設定（７３．９億円） 

② 経常収支比率（当初予算 編成時 95％以下、決算時 92 ％） 

③ 公債費負担比率（毎年度決算値 8.0 ％） 

東久留米市 ① 市行政の担うべき役割の重点化 

② 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織 

③ 自主性・自立性の高い行財政運営の確保 

※ 個々の実施項目ごとに目標効果数値を設定 

武蔵野市 ① 行政が担うべき役割の明確化 

② 長期的視点に立った財政規律の維持 

③ 政策再編による資源配分の全体最適化 

④ 効率的・効果的な行政運営の推進 

 ※ 第６次職員定数適正化計画にて、４９人の純減を目指す旨 

記載あり。 

 

資料５ 


